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研究成果の概要（和文）：以下のような課題を見出した。
日本では協議離婚が圧倒的な割合を占めるという独特の法文化を持つ。したがって、家裁にかかる離婚事案は、
当事者の紛争性が高いケースや、夫婦間の非対称性ゆえに弱者の側から協議を切り出せない、あるいは公正な離
婚協議ができないために救済を求める事案であるといえる。それを前提に、離婚手続や離婚後の子の処遇にかか
る紛争が検討されなくてはならない。家裁の関与する離婚にDVが多いことは明らかであり、当事者が非対称性を
抱えるケースでは、離婚後の共同親権や面会の原則実施というルールが被害者の側の負担を増やし、それが子ど
もの養育環境に影響を与えるものであることについて認識する必要がある。

研究成果の概要（英文）：Japan possesses a unique legal culture in which divorce by agreement largely
 accounts for the bulk of divorces. In this context, cases brought to a court can be understood as 
those in which the help of the family court is required. The reason is that in the event of highly 
acrimonious cases and inequalities between parties, divorce by agreement cannot be reached in a fair
 manner, which means that a relatively weaker party is not in a position to effectively negotiate 
any agreement. Acknowledging the abovementioned information, it is clear that a conflict over 
children’s treatment post-divorce must be examined. With regard to an imbalanced nature of the 
relationship between parties, social support for a relatively weaker party in divorce procedures is 
currently insufficient. 

研究分野： 家族法
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１．研究開始当初の背景 

【本研究に関連する国内・国外の研究動向】 

ア． 国内  

DV 問題の総合的な研究書として、戒能民江

『DV 防止とこれからの被害当事者支援』（ミ

ネルヴァ書房、2006）や、小島妙子『ドメス

ティック・バイオレンスの法―アメリカ法と

日本法の挑戦』（信山社、2002）などがある

が、いずれも離婚については問題点の指摘に

留まる。 

また、家族法と DV 問題を取り上げる研究と

して手嶋論文【1】があるが、民法の立法過

程における DV の扱いが中心である。そのほ

か、判例研究として DV 事案を扱ったものも

いくつか存在するが、DV 問題が提起する日本

の離婚法の問題について正面から取り上げ

る研究はない。なお、水野論文は、夫婦の非

対称性が離婚手続において弱者に苛酷な結

果を導く点について指摘する【2】。本研究に

おいても、水野論文の検証や評価が必要であ

る。 

【1】手嶋昭子「家族法と DV--離婚原因にお
ける配偶者暴力の評価」神戸女学院大学論集
57 巻(1), 147-162 頁, 2010 
【2】水野紀子「家族法の弱者保護機能につ
いて」鈴木禄弥先生追悼・太田知行・荒川重
勝・生熊長幸編『民事法学への挑戦と新たな
構築』創文社、651－684 頁、2008 

 

イ． 国外  

ＤＶやファミリー・バイオレンスへの対策に

先進的な諸外国においては、ＤＶが及ぼす被

害者・子どもへの影響に関する研究が活発で

ある。また、それらの成果をもとにＤＶ事案

での離婚についても、暴力の防止法と家族法

が連動することによって、調停プロセスのス

キップや、監督下での面接交渉など、被害者

や子どもに配慮した法制が見られる。これら

はすべて、本研究を行う上で大きな示唆とな

る。 

 
 
 

２．研究の目的 
 
ドメスティック・バイオレンス（以下「DV」）

を原因とする離婚では、当事者が「被害者と

加害者」の関係にある。このことは、離婚協

議や手続において、一方は相手を支配する強

い立場にあり、他方は暴力に怯える弱い立場

にあることを意味する。すなわち、両者には

明らかな「非対称性」が存在する。しかし、

これまでの家族法研究では、離婚原因の一つ

として DV を捉えるのみであり、DV の特性や

夫婦の非対称性に留意した研究は十分とは

言えない。そこで本研究では、DV を原因とす

る離婚事案における問題点を抽出し、当事者

の非対称性に配慮した離婚法のあり方を追

究することを目的とする。 

 
 
 
３．研究の方法 

 
ア．DV 事案における離婚手続の検討 

DV 事案の場合、「加害者と被害者」という夫

婦の非対称性が、離婚調停の場で与える影響

は少なくないと考えられる。とりわけ調停前

置主義が採用されている日本では、関係者が

DV の特性を理解する環境とともに、安全の

確保や、身体的にも精神的にも力を削がれて

いる被害者を支える仕組みが不可決である。

これらの実態と課題について検討する。 

 

イ．比較法の見地から 

オーストラリアでは 2006 年、離婚手続に調

停前置が導入された。また、DV 問題への対

策としても先進的な法制を持つ。そのような

国において、離婚法では DV 事案をどう扱っ

ているのか、連邦家族法ならびに各州の

family violence 防止法について調べる。 

 

ウ．判例にみる暴力の評価 

離婚手続において、裁判所は、DV の「暴力

加害」をどのように評価しているのか。これ



について研究を行う。とくに、ジェンダー法

学の観点から批判が高い「青い鳥判決」（平

３年９月２０日名古屋地方裁判所岡崎支部

判決）以降、DV 問題の社会的認知とともに、

裁判所の評価に変化があるのかどうか検討

したい。また「DV 加害」が離婚給付に与え

る影響についても検証する。 

 

エ．子どもの処遇をめぐる問題 

日本においては、昭和 25 年調査時より一貫

して、親権を行う子のいる夫婦の離婚の割合

が高い。その数は、昭和 60 年までは常に伸

び傾向で、それ以降は、６割程度でとどまっ

ている。 最近の数字を見ても、その数は半

数を超える。また、近年の統計において、家

裁において、調停離婚が成立もしくは協議離

婚の届出が決された事案において、未成年の

子を処置すべき件数は約8割である。これは、

裁判所の関与の下で離婚をする夫婦におい

て、未成年の子のいる割合が協議離婚を含め

た総数よりも高く、司法が関わる離婚事案で

子の利益を適切に計る必要性があることを

示している。 

このような実態を踏まえ、離婚後の子の処遇

をめぐる争いにおいて、裁判所の「親として

の適格性」の判断に「DV 加害」がどのよう

な影響を及ぼしているのかを検証する。 

 
 
 
４． 研究成果 

 

本課題に対し、以下のような課題を見出した。 

➡日本では協議離婚が圧倒的な割合を占め

るという独特の法文化を持つ。したがって、

家裁にかかる離婚事案は、当事者の紛争性が

高いケースや、夫婦間の非対称性ゆえに弱者

の側から協議を切り出せない、あるいは公正

な離婚協議ができないために救済を求める

事案であるといえる。それを前提に、離婚手

続や離婚後の子の処遇にかかる紛争が検討

されなくてはならない。家裁の関与する離婚

に DV が多いことは明らかであり、当事者が

非対称性を抱えるケースでは、離婚後の共同

親権や面会の原則実施というルールが被害

者の側の負担を増やし、それが子どもの養育

環境に影響を与えるものであることについ

て認識する必要がある。 

 

また、DV を原因とする離婚に関する子の処遇

について、以下のようなことを明らかにした。 

➡暴力があったのは夫婦間のみであって

も、家庭における DV がもたらした子ども

への影響は大きく、それは父母の離婚後も

継続するものであること。 

 ➡家裁では、配偶者からの暴力の主張があ

るケースでも、面会は認められていると

いうこと。DVは家庭という密室で起こっ

ているため、暴力を立証するハードルが

高い。加害者は暴力を過小評価する特性

があり、「暴力を振るった」という認識

が乏しいため、被害者の主張は一層通り

にくい。 
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